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１  ジャッジ基準 

・ Judging Criteria 

Surfers must perform to the ASP judging key elements to maximize their scoring 

potential. Judges analyze the following major elements when scoring waves. 

a) Commitment and degree of difficulty 

b) Innovative and progressive manoeuvres 

c) Combination of major manoeuvres 

d) Variety of manoeuvres 

e) Speed, power and flow  

NOTE: It’s important to note that the emphasis of certain elements is contingent 

upon the location and the conditions on the day, as well as changes of 

conditions during the day. 
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・ ジャッジ基準（ショートボード） 

サーファーが高得点を獲得するためには“ASP Judging Key Elements”に従った演技を

しなくてはならない。ジャッジは次にあげる主要な要素を考慮し採点する。 

a) 積極性および難易度の高さ 

b) マニューバーの革新性と進歩性 

c) メジャーマニューバーの結合性 

d) マニューバーの種類の豊かさ 

e) スピード、パワーそして流れ 

注意： 開催地やその日の状況、同様に 1 日を通して変化するコンディションの中で、これ

らの要素の何に重点を置くかは極めて重要となる。 

 

・ Judging Criteria for Longboard 

A surfer must perform to the ASP Judging panel key elements to maximize 

theirscoring potential. Judges analyse the following major elements when 

scoringwaves however it is important to note that the emphasis of certain 

elements iscontingent upon the conditions during the day. 
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a) Commitment and degree of difficulty 

b) Variety of Traditional and Modern Manoeuvres 

c) Use of foot work on the Board 

d) Speed, Power, Style and Flow 

e) Combination of major manoeuvres 

NOTE: The following scale may be used to describe a Ride that is scored:0–1.9 = 

Poor; 2.0–3.9 = Fair; 4.0–5.9 = Average;6.0–7.9 = Good; 8.0–10.0 = Excellent. 

・ ロングボード･ジャッジ基準 

サーファーが高得点を獲得するためには下記の“ASP Judging Key Elements”に従った演

技をしなくてはならない。ジャッジは次にあげる主要な要素を考慮し採点する。しかし１日を

通したコンディションによりこれらの要素の何に重点を置くかは極めて重要となる。 

a) 積極性および難易度の高さ 

b) トラディショナルとモダンマニューバーの多様性 

c) ボード上での足の動かし方 

d) スピード、パワー、スタイルそして流れ 

e) メジャーマニューバーの結合性 
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・ ロングボードに関する規定 

a) ボードの長さはデッキ上で最低9フィート、幅の合計が47インチ以上の大きさでなけ

ればならない。幅の合計とは、最大幅とテールから12インチ、ノーズから12インチの

各幅の合計である。 

b) トラディショナルなマリブシェイプのロングボードを使用し、マルチフィンやチャンネル

があってもかまわない。 

 

 

２． インターフェアランスとプライオリティー・ルール 

・ インターフェアランス・ルール 

a) 波のインサイドポジションを獲得したサーファーは、その波を乗り終えるまで絶対的

な優先権を得ることになる。このとき対戦相手のサーファーが優先権を持つサーファ

ーの得点を妨げたと大多数のジャッジが判断した時は、インターフェアランスがコー

ルされる。 

b) 優先権を有するサーファーの前に他の選手が乗ってしまった場合でも、優先権を      

有するサーファーの得点を妨げる以前にキックアウト等で直ちに演技を中止すれば

インターフェアランスとは見なされない。これには過度なハッスリング、レッグロープ

を引っ張る行為、セクションのブレイクダウンも含まれる。 

c) マキシマムウェイブを乗り終えたサーファーが海の中に留まり、次の行為を行った場

合インターフェアーが科せられる。 

1) 明らかに他のサーファーの乗る波を奪った場合。 

2) パドリングやポジショニングなどで他のサーファーを妨害した場合。 

 

・ ４メン、３メンそしてプライオリティー無しのワン･オン･ワン制における優先権 

波の所有権と優先権はコンテスト会場の状況により決定され、以下のカテゴリーに分類

される。しかし、基本的にはジャッジの責任でその波のライト、レフトのどちらが優勢かを

判断し、それを基準にどちらの選手がインサイドポジションを獲得したかを決定する。ど

ちらのサーファーが先に立ったかでは決定されない。 

例外： もしテイクオフされる最初のポイントでライトかレフトのどちらの波が優勢か定ま

らない場合は、先にその波に乗り、明確なターンを決めた選手にその波の優先

権がヘッドジャッジにより与えられる。 

a) ポイントブレイク 

波が一方向にしかブレイクしない場合は、インサイドにいるサーファーに絶対的

な優先権が与えられる。 

b) リーフまたはビーチブレイク （ワンピークシチュエーション） 

ライトとレフト両方にブレイクする明確なピークが１つある時で、テイクオフされる
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最初のポイントでライトかレフトのどちらの波が優勢か定まらない場合は、先にそ

の波に乗り、明確なターンを決めた選手にその波の優先権が与えられる。次の

サーファーはペナルティーを受けずに反対方向へライディングすることができる

が、先に優先権を得たサーファーの妨害となってはいけない。（反対側のピーク

を得るために優先権を持つサーファーの前を横切ってはならないが、これを得点

の妨げとならずに行ったと大多数のジャッジが判断した場合は例外となる） 

c) リーフまたはビーチブレイク （マルチピークシチュエーション） 

不規則なピークがいくつもあり、定まらない場合には各波により優先権が異な

る。 

1) １つのうねりで、たがいに十分離れたところにある２つのピークが、結局は何処

かのポイントで１つに交わってしまう場合がある。2 人のサーファーが別々のピ

ークの各インサイドポジションにいた場合、最初にテイクオフした選手にその波

の所有権が与えられ、続いてテイクオフしたサーファーは最初のサーファーを

妨げる前にカットバックやキックアウト等で進路を譲らなくてはならない。 

2) 2人のサーファーが別々のピークから同時にテイクオフした場合 

ⅰ) 両サーファーがカットバックやキックアウト等で進路を譲れば妨害が無

いため、双方にペナルティーを科さない。 

ⅱ) 両サーファーが衝突または相手に対し妨害をした場合、ジャッジはその

際、攻撃を仕掛けた一方または両方のサーファーに対してペナルティ

ーを科す。 

ⅲ) いずれのサーファーもカットバックやキックアウト等で進路を譲らない場

合には両サーファーに対してペナルティーが科される事になり、ダブル

インターフェアランスがコールされる。両サーファーのその波のスコアー

は０となり、セカンドベストスコアは半分となる。 

 

・ プライオリティー付きのワン･オン･ワン制における優先権 

a) ワン･オン･ワンの場合、プライオリティー･ディスクシステムにより波の所有権が決定

される。プライオリティーを得たサーファーは、波のどちらの方向へ進むことを選択し

ても絶対的な優先権を持つ。もう一方のサーファーはどちらの方向へもパドルまた

はライディングし、スコアーを得ることができるが、プライオリティーを持ったサーファ

ーの得点を妨げてはならない。 

b) もしプライオリティーを持たないサーファーが上記のルールに従わなかった場合、プ

ライオリティーインターフェアランスがコールされる。 

c) もしインターフェアランス･ペナルティーを自ら招いた場合は、そのサーファーはプラ

イオリティーを喪失する。 
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・ 優先権基準 

優先基準の選択はヘッド･ジャッジ、ツアージャッジらの大多数の意見で決定する。 

 

・ プライオリティー･ルール 

a) ワン･オン･ワンヒートではプライオリティーの適用が義務づけられている。 

b) ヘッド･ジャッジはプライオリティーを表すために選手らのゼッケンの色に応じてプラ

イオリティー･ディスクを使用する。 

c) プライオリティー･ディスクはジャッジ･ブースの横端に設置されていなければならな

い 

d) ブイは適切に、波がブレイクするより少し沖に設置され、選手は優先権を獲得する

ためにそのブイをパドリングにより回る。 

e) ウェイブ･プライオリティーは選手が波に乗った時、または波に乗ろうとしてパドリン

グしていたが乗り損ねたと同時に喪失する。 

f) ヒート開始時に、オープニング･ウェイブが演技された後は、もう一方がヒート開始前

に波に乗っていなければ、自動的に次の波の優先権が与えられる。ヒート開始前に

サーファーが波に乗るような事が生じた場合には、その演技はカウントされず、もう

一方のサーファーが自動的にファースト･プライオリティーを獲得する。プライオリティ

ーはヘッド･ジャッジにより権利を得たサーファーのゼッケンと同色のディスクを揚げ

る事により表示される。どちらのサーファーもプライオリティーを有さない場合には、

ディスクは揚げられず、標準のインターフェアランス･ルールにより、優先権が決定さ

れる。 

g) サーファーは、パドルし始めたが波に乗り損ねただけではセカンド･プライオリティー

を喪失することは無いが、テイクオフしようとしてサーファーの手がレールを離れた

場合には、そのサーファーはセカンド･プライオリティーを喪失する。 

h) インサイドにいるサーファーがセカンド･プライオリティーを有し、もう一方のサーファ

ーがパドルし始めたが波に乗らなかった場合には、インサイドにいるサーファーは自

動的にファースト･プライオリティーを獲得する。その結果、そのサーファーが同様の

行為を行った場合には、ファースト･プライオリティーを喪失する事になる。つまりそ

のときはプライオリティーディスクを変えるための時間は無かったが、一本の波だけ

で両サーファーともプライオリティーを喪失する事になる。 

i) プライオリティーを有するサーファーは、他のサーファーが波に乗ろうとする場合に、

故意に妨害するためにそのサーファーの前をパドルしてはならない。これに違反し

た場合には、プライオリティーを喪失する。また、サーファーがテイクオフゾーンで他

のサーファーが波に乗ろうとしたのを妨害したとヘッド･ジャッジが見なしたときもプラ

イオリティーを失う。 

j) 大多数のジャッジが現場を目撃していない場合のみ、ヘッド･ジャッジは単独でプラ
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イオリティー･インターフェアランスをコールすることができる。 

k) アロケーション・プライオリティーはプライマリー･テイクオフ･ゾーンに最初に到達した

サーファーに与えられる。もし 2 人のサーファーが同時にラインナップ・ポジションに

到達したと思われる場合には、その前にプライオリティーを有していなかったサーフ

ァーに権利が与えられる。アロケーション･プライオリティーでは、各サーファーが

次々と変わるプライオリティー･ディスクを確認する必要がある。ワン･オン･ワン制の

試合では、プライオリティー･ルールが適用されない事は絶対にない。 

l) もし、プライオリティー･ジャッジにより、どちらが先にブイを回ったのかの判断が不可

能な場合は、そのヒートのサーファーのどちらがプライオリティーを持っているかを

互いに同意しない限りプライオリティーは与えられない。もし双方が同意しないとき

は、プライオリティーは与えられず、そして1本目の波が乗られた後の次の波はオー

トマティック的にもう 1人のサーファーのものとなる。 

m) プライオリティーが無い場合は、インターフェアランス･ルールに基づき、波の所有権

が決定される。2 人のサーファーはお互いを妨害しあわなければ、同じ波でも別々

に演技することができる。 

n) どのような状況においても、もしプライオリティー･システムが機能していない事によ

り、議論が起きた場合は、ヘッドジャッジ、コンテスト･ディレクター、選手代表により

仲裁される。 

 

・ スネーキング 

a) テイクオフする事が出来る最初のポイントのインサイドで波の所有権を確立した選

手にその波でのライディングを継続する権利がある。これは他の選手がより奥から

続いてテイクオフしたとしても変わることは無い。ジャッジは 1番目のサーファーにつ

いて、たとえもう一方のサーファーの前にいたとしてもその波の優先権を有している

ため、ペナルティーを科さない。 

b) 後続のサーファーが優先権を持つサーファーに対し妨害をせずに演技した場合は、

ジャッジはそのサーファーにペナルティーを科さず、両方のサーファーの演技につい

て得点を与える。 

c) ジャッジの判断により、後続のサーファー（スネーキングしたサーファー）が優先権を

有するサーファーにプルアウトさせたり、その波に乗せなかったりした場合には、後

続のサーファーに対し、たとえペナルティーが科せられた時点で優先権を持つサー

ファーの後方に移動していたとしても、インターフェアーがコールされる。 

d) 上記のケースは、複数人数制のヒートまたはプライオリティー無しのワン･オン･ワン

制の場合のみ適用される。 

 

 



7 

 

・ パドリング･インターフェアランス 

a) 4 メンヒートまたはプライオリティー無しのワン･オン･ワン制の場合、インサイド･ポジ

ションを獲得したサーファーが乗ろうとしている波に過度なパドリングによる妨害をし

てはならない。 

b) 以下の場合が生じた時は、パドリング･インターフェアランスがコールされる。 

1) 違反サーファーがインサイドにいるサーファーが波に乗ろうとパドリングしてい

る最中に接触やコースを変えさせ、得点につながる演技を妨げた時。 

2) 違反サーファーが明らかに、通常では行ってはならないインサイドにいるサー

ファーの前でセクションを崩し、得点を妨げた時。 

c) サーファーが沖に向かうためにパドリング中、沖へ出られずにその途中に居た場合

で、その行為により衝突などが起こった時には、これが不慮の出来事かインターフェ

アーであるかは、大多数のジャッジの判断により決定される。 

 

・ インターフェアランス･ペナルティー 

a) 大多数のジャッジがインターフェアーと認めた行為については、それがライディング･

インターフェアランスであろうとパドリング･インターフェアランスであろうと、その演技

については最終的に得点はゼロとなる。 

b) サーファーが波をキャッチせずに起こる、純粋なパドリング･インターフェアランスが

適用されると、スコアーされる波の数は 1本減ることになる。 

c) もしもそのサーファーがカウントされる波の最低本数を満たしておらず、インターフェ

アーが科せられた場合には、乗った本数の波より 1 本少ない本数について得点が

与えられる。（つまり、ベスト 4 ウェイブがカウントされるヒートで 3 本しか演技してお

らず、インターフェアーが科せられた場合には、2本の波についてのみ得点が与えら

れる） 

d) ここで言う大多数のジャッジとは、5 人または 4人のジャッジのうち、3 人以上のジャ

ッジがインターフェアーをコールする事を意味する。 

e) インターフェアーはジャッジ･シートでは△で表現し、その△から矢印がインターフェ

アーを受けたサーファーのスコアーに対して描かれる。 

1) スコアーが△で囲まれている時はライディング中にインターフェアーがあったこ

とを表す。 

2) スコアーの上に△がある場合は、パドリング中にインターフェアーを犯してから

ライディングしたことを表す。 

3) △がスコアーの間にある時はパドリング･インターフェアーを表す。 

f) 一方のサーファーにインターフェアランスが記録されているようなケースで同点とな

った場合のカウント･バックでは、すでに 1本の波が差し引かれているため、インター

フェアーのペナルティーを受けている選手が勝者となる。 
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g) ベスト 2ウェイブ以下の場合、インターフェアーを犯したサーファーのペナルティーは、

ノン･プライオリティーで起こった時のみ 2 番目のベスト･ウェイブスコアーを 50%とし

てカウントする。大多数のジャッジによってインターフェアーはコールされ、その演技

については最終的に得点はゼロとなる。同様に、もし、このサーファーが同じヒート

においてもう 1つのインターフェアランス･ペナルティーを受けた場合は、彼のベスト･

スコアーは半分となる。もしインターフェアーをしたサーファーが他に 1本しか波に乗

っていない場合はそのスコアーが半分になる。（インターフェアーを起こした波のスコ

アーはゼロなので他の波のスコアーが半分となる） 

h) ヘッド･ジャッジまたはイベント･レフリーを含めた場合は、5人中 3人のジャッジ･シー

トでインターフェアーが決定される。 

i) インターフェアーを科せられたサーファーには、全て罰則が適用され、その判断は変

更することはできない。決定されたインターフェアランス･コールについてはジャッジ

やツアー･マネジャーであろうとも討議できない。全ての審議はヘッド･ジャッジが状

況について討議しても良いと判断した場合のみ行われ、ヘッド･ジャッジと直接に行

わなければならない。 

j) 妨害を受けたサーファーは、定められた競技時間内であれば、マキシマム･ウェイブ

に追加して波に乗る事ができる。 

例外：ダブル･インターフェアランスの場合は、両サーファーともエクストラ･ウェイブ

を受け取ることができない。 

k) エクストラ･ウェイブやヒート時間の順延はヘッド･ジャッジにより決定され、それは水

中カメラマンや海上警備隊、その他の外部からの妨害による場合にも適用される。 

l) インターフェアランス･ペナルティーを 2 回以上科せられたサーファーは直ちにコンペ

ティション･エリアから立ち去らなければならない。これを守らない場合は罰金が科せ

られる。 

     

 

３． コンペティション･ルール 

・ ヒート時間 

a) 一度ヒートが開始された後はどのような事情があろうともそのヒート時間を延長する

ことはない。ヒートが何らかの理由で妨害された場合には、ヘッドジャッジによりその

ヒートは中断され、その後サーファーがすべてできる限りそれまで居たポジションに

近い状態でヒートは再開され、元来定められている制限時間の残りで続行される。

もしもプライオリティーのある場合、優先権は中止されたときの状態に戻る。 

例外： ヘッドジャッジが適任者らと話し合い、ヒートが中断された時点でどの選手も

優位についておらず、また後の状況が最初に行われたヒートと同基準でジャッ

ジすることが困難だと判断できる場合には、そのヒートは新たに行われる。同
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様にヒートがスタートしてから 10分が経過した時点でサーファーが誰も波に乗

っていない場合は、ヒートはキャンセルされ、そしてリスタートされる。 

b) もしもビーチマーシャルが選手に対して間違ったヒート時間を伝えてしまった場合に

は次のように行う。 

1) 伝えられたヒート時間よりも実際のヒート時間が短い場合は、後で残りの時間

分をリスタートする。すべてのサーファーは沖のラインナップ・ポジションよりス

タートする。 

2) 伝えられたヒート時間よりも実際のヒート時間が長い場合はジャッジパネルに

より実際のタイムで計測する。 

 

・ プロテスト 

ヘッドジャッジに対する異議申し立ての方法 

1) ビーチマーシャルよりプロテストシートを受け取り書き入れる。 

2) 書き込んだ書類をビーチマーシャルに渡す。 

3) ビーチマーシャルはそれをヘッドジャッジに渡し、ヘッドジャッジはサーファーに

対してその日の終わりに 30分を限度に話をする。 

4) 大会会場以外でのプロテストは行えない。 

5) 18 歳未満の選手は保護者立ち会いのもとプロテストを受けられるが、ヘッドジ

ヤッジとの話し合いは当事者のみが出来る。 

 

・ アナウンス 

a) コメンテーターによりアナウンスされた得点がジャッジの入力ミスによる間違ったスコ

アーであった場合、サーファーは異議を申し立てることはできない。 

b) サーファーはヒート中に水の中から情報が必要な場合、次にあげるハンド・サインを

使用する。 

1) タイムコール：片方の手首に、もう片方の手で触れて頭の上にかざす 

2) ポイント、シチュエーションコール：片腕を頭の上に挙げてアピールする 

3) プライオリティコール：両腕を頭の上に挙げてアピールする 

4) ウェイブカウント：片腕を水の方に水平に出す 

 

・ ダブルバンク 

a) コンディションなどの理由で、大会中どうしてもダブルバンクを使用しなくてはならなく

なった場合、コンテスト・ディレクターはヘッドジャッジ、サーファー代表と協議して決

定しなくてはならない。 

b) ダブルバンクでは、２バンクの間に十分なノー・コンペティション・エリアを持たなくて

はならない。 
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c) ダブルバンクの場合、ヘッドジャッジは３ジャッジパネル・フォーマット（全てのジャッ

ジの得点により採点される）を使用することができる。 

 

・ 薬物検査 

a) ＪＰＳＡが主催・公認する大会において、参加する選手全員が対象となる。 

b) コンテストディレクターの指示に従い薬物検査を受ける。 

c) 薬物検査を如何なる理由でも拒否した場合、理事会にて処罰罰則が科せられる。 

 

・ ランキング計算について 

a) ２０１６年ツアー戦のランキング計算 

ショートボード 

４戦中４戦 ５戦中４戦 ６戦中５戦 ７戦中６戦 ８戦中７戦  

ロングボード 

４戦中３戦 ５戦中４戦 ６戦中５戦 ７戦中６戦 

のトータルポイントとする。 

b) a) のランキング計算は毎年見直しをＪＰＳＡ理事会で行うものとする。 

   

・ 大会エントリーについて  

a) 公認プロの再登録は未更新年度から 4年間有効とする。それ以降の大会エントリー

はプロトライアルからとなる。 

また、有効期間中はプロトライアルからの出場は不可。 

b) グランドチャンピオンは永久公認資格を保有、年間登録費を納め、所定の手続きを

行えばその年のツアー戦へエントリーが可能。 

c) 大会エントリー締切後からヒート UP までのレイトエントリーは、枠が空いていればエ

ントリー可能とするが、ランキングなし R１からの出場となる。 

 

・ 大会エントリーのキャンセルについて  

a) エントリー締前のキャンセルの場合、エントリー費における返金振込手数料は選手

負担とし他返金する 

b) エントリー締後のキャンセルは如何なる理由においても、エントリー費におけるキャ

ンセル料(事務手数料)を徴収する。 

試合開始１週間前まで              10％のキャンセル料徴収 

試合開始１週間以内               30％のキャンセル料徴収 

試合開始前日及び当日（大会スタート前）     50％のキャンセル料徴収 

大会スタート後                 100％のキャンセル料徴収 
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・ その他 

a) 選手はゼッケンを着用しなければならない。ゼッケンはスポンサーより提供され、ビ

ーチ･マーシャルから受け取り返却するまで、または必要であれば表彰式終了時ま

でのあいだ着用する。違反した場合は罰金が科せられる。 

b) ビーチ･キャディー（サーファー1 人に対し最高 1 人）はウォーター・キャディーがいな

い時には、サーフボードが紛失または破損した場合に限り海に入る事が許される。

もしキャディーが波に乗った場合には、サーフボードを持ってきてもらった選手に対

し各波につき罰金が科せられ、他の選手を何らかの形で妨害した場合には、ジャッ

ジ･パネルの見解により、サーフボードを持ってきてもらった選手に妨害が科せられ

る。ウォーター・キャディーは、ビーチマーシャルにてチェックイン後、ヘッド･ジャッジ

とコンテスト･ディレクターが必要と見なした場合にのみ競技区域内に入ることが許さ

れる。キャディーに対してはその彼らがキャディーしている選手らと同じルールが適

用される。ビーチ･マーシャルエリアで大会から提供されるカラー･ベストを着用しなく

てはならない。 

c) ヒートの最中とヒート終了時にそのライディングの得点を得るためにはサーファーは

はっきりとサーフボードの上に立ち上がっており手がレールから離れていなければ

ならない。 

d) 試合開始５分前にそのヒートに出ない選手はコンペティション・エリアから離れなくて

はならないというアナウンスをされる。１分前には再度注意され、もしもその時点で

パドリングをはじめようと努力をしていない選手には罰金が課せられる。 

e) 「プロ合格基準」 

ショートボード 

1) プロトライアルの予選ラウンドを勝ち上がり、さらにプロ本戦の規定ラウン

ドまで勝ち上がった選手。 

2) ベスト２ウエイブの得点が１２ポイント以上スコアした選手。 

3) 年間総合ポイントランキング上位男子３人・女子１人。 

ロングボード 

1) プロトライアルの予選ラウンドを勝ち上がり、さらにプロ本戦の規定ラウン

ドまで勝ち上がった選手。 

2) ベスト２ウエイブの得点が１２ポイント以上スコアした選手。 

3) 年間総合ポイントランキング上位男子３名、女子２名は、翌年のツアー全

戦にプロ本戦Ｒ１から出場できるＡＭシードを得る。同年、最終プロツアー

ランキング男子３２位以内、女子１６位以内はプロ合格となる。 

合格基準の見直しは毎年理事会で行うものとする。 

※ このルール･ブックは ASP RULE BOOK 2014 年版を抜粋して日本語に訳したものです。JPSA の

試合運営上で不足している部分があった場合はオリジナルの ASP RULE BOOK を参照します。 
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規律規定 

以下に規律に関するペナルティーを定める。 

 

項目 内容 ペナルティー 

1 ジャッジに対する暴行 罰金 10万円／活動停止処分 

2 ジャッジに対する不作法な身振り 罰金 1万円 

3 ジャッジに対する大声での罵り 罰金 1万円 

4 ジャッジ用紙を引き裂く 罰金 1万円 

5 ジャッジ用紙に書き加えを行う 罰金 1万円 

6 関係者席での大声での罵り 罰金 1万円 

7 大会スタッフに対する暴行 罰金 10万円／活動停止処分 

8 大会スタッフに対する罵り 罰金 1万円 

9 大会開催地・競技地域内の備品悪用 罰金 1万円 

10 大会所有物の破損 罰金 5万円＋実費 

11 大会開催地内の器物破損 罰金 5万円＋実費／活動停止処分 

12 ヒート中の暴力行為、破壊行為、威嚇

や侮辱行為などにより競技進行を妨げ

た場合 

罰金 5～10万円／活動停止処分 

13 大会期間中、暴力行為、破壊行為、威

嚇や侮辱行為などによるサーフィンイメ

ージの損害 

当事者による専門機関を通した事実確認が

取れ次第、当連盟審査会で処分を科す 

罰金 5～10万円／活動停止処分 

14 故意によるゼッケンの規定外着用 罰金 5万円 

15 ゼッケン不着用 罰金 1万円 

16 ヒート中の競技エリア内でのフリーサーフィン 罰金 1万円 

17 メディア関係者に対する暴行 罰金 10万円／活動停止処分 

18 メディア関係者への罵り 罰金 1万円 

19 参加すべき表彰式の無断欠席 罰金 1万円／賞金没収 

20 参加すべきミーティングの無断欠席 罰金 1万円 

21 エントリー等受付手続きの延滞 罰金 1万円／活動停止処分 

22 あきらかなヒート開始前のライディング 罰金 1万円（1本につき） 

23 マキシマムウェイブのオーバーライディング 罰金 1万円（1本につき） 

24 規定外のオフィシャルブランド用具使用 

虚偽の報告 

罰金 5万円以上または 6 ヵ月出場停止 

獲得ポイント没収 

 


